
解体工事、前面道路の拡幅工事、建設工事中の安全対策は以下の要件及び要求水準を遵守のうえ適切に行うこと。

・作業日時は、原則、月曜日から土曜日の午前8時から午後5時までとする
・工事中の騒音・振動については、各法規制の基準を遵守すること
・工事車両の出入口には誘導員を常時配置すること
・工事現場周辺の通行や現場への出入りは、減速徐行運転とすること
・工事現場周辺の通行や現場への出入りは、児童生徒の登下校に十分配慮すること
・工事車両の通行ルートは、資料20に示す
・地域の生活環境に十分配慮した施工方法の採用、工事公害防止、安全対策等を行うこと
※なお、安全対策は事業者の提案を基本として市との協議のうえ決定する
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市道15302平尾開拓2号線

市道15301平尾開拓1号線

市道15153赤水9号線

セットバックした道路境界から南側へ1.5ｍ
幅の路側帯を設け、外側線を敷設する

セットバックした道路境界から西側へ2.5ｍ幅の
歩道（カラー舗装）を、歩道内に車両防護柵等
の安全対策を設けること。また歩道と前面道路
との境界には外側線を敷設すること

　　　の範囲はセットバック後、カラー舗装及
び外側線の敷設まで行うこと

既存外側線と新規外側線の取り合い部分は滑ら
かに接続させること

新農業センター西側区間の
車両防護柵等の安全対策は
市が整備を行う

　　　の範囲は資料3における前面道路拡幅工事
業務対象範囲に同じ
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資料18 解体工事、前面道路の拡幅工事、建設工事中の安全対策について


